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 新潟市立明生園給食業務委託仕様書

本委託仕様書において、委託者は新潟市（以下「甲」とする）とし、受託者は以下「乙」とする。

１ 総則

（１）乙は、「給食業務」を受託するにあたり、食品衛生法（昭和２２年法律２３３号）など法律

に定められた基準を遵守し、保健所等の指示に従うことはもとより、常に高度の衛生管理

を行い、食中毒などの事故が発生することがないよう万全を期すものとする。

（２）乙は、施設等に設置されている給食会議等に参加するなど、定期的に食事内容等について

甲と協議を行うものとする。

（３）乙は、委託業務の遂行及び乙の従業員の指揮監督を行う現場業務責任者を、甲の承認を得

て、１名配置することとする。

２ 明生園調理室の概要

資料２「調理室配置図・機器表（参考）」のとおり。

３ 委託する業務等

（１）甲が乙に委託する業務は、表１「業務内容及び分担表」のとおりとする。 

（２）乙が負担する経費は、表２「諸経費の負担区分」のとおりとする。

（３）給食数については、別紙１「給食数内訳表」のとおりとする。

（４）食事の内容等については、別紙２「仕様明細書」及び別紙３「給食に係る具体的仕様明細

書」に定めるとおりとする。

４ 業務遂行上の注意事項 

（１）乙は、食材の仕入れ及び保管・管理にあたっては、品質・鮮度・衛生状態等について十分に

留意すること。 

（２）乙は、甲の定める配膳時間・下膳時間を遵守し、適時・適温に努めること。 

（３）乙は、甲の指示に基づき検食用及び保存用の食事を用意すること。 

（４）乙は、従業員の中から食品衛生責任者及び現場火元責任者を選任し、その任に当たらせる

こと。また、書面にて選任した責任者を甲に対して報告すること。 

（５）乙は、乙の従業員が関係法令に違反することのないよう十分に留意すること。 

（６）乙は、甲の求めに応じて、委託業務の実施状況その他の書類を提出すること。 

５ 従業員 

（１）乙は、業務遂行に必要な従業員を確保すること。 

（２）乙は、従業員を変更しようとする際に、業務の質の低下を招かないように注意すること。 

（３）乙は、当該職場の秩序を守り火災等の防止に努めるとともに、給食業務による事故防止の

ため、衛生管理に万全を期すること。 

（４）乙は、乙の従業員の健康管理・労働安全衛生に努めること。 

資料１
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６ 守秘義務 

（１）乙の従業員は、業務上知り得た業務内容・秘密を他に漏らしてはならない。 

（２）乙は、個人情報の保護に関する法律第２３条に基づき、甲に対し、必要に応じて乙の従業員

の個人情報に関わる資料等の提供をすること。 

７ 設備の貸与及び保守 

（１）甲は、甲の調理室等の使用を乙に許可するとともに、付随する設備・器具・備品等を無償貸

与する。乙は、貸与された設備・器具・備品等を良好な管理のもとに使用しなければならな

い。 

（２）乙は、使用を許可された調理室等及び貸与された設備・器具・備品等に修理等の必要が生じ

たときは甲に申し出ることとし、甲がその必要性を認めたときは甲の責任において修理を

行うこととする。但し、乙の責任に帰する場合は、甲の許可を得て乙の責任で修理を行う

ものとする。 

８ 業務の代行 

乙は、火災、労働争議、業務停止等の事情によりその業務の全部又は一部の遂行が困難とな

った場合の保証のため、甲の許可を得て、あらかじめ業務の代行を指定しておくものとする。

なお、乙は甲に対して「業務代行保証書」を提出すること。 

９ 業務の準備・研修期間等

 （１）令和元年７月１日から令和元年７月３１日までは、乙の準備・研修期間とし、委託料の算定

期間には参入しないこととする。なお、乙の準備・研修に要する経費は乙の負担とする。

 （２）令和元年８月１日からの給食提供開始に向けて、乙は前乙並びに施設側と十分な打ち合わ

せを行い、業務の引継ぎや従事者の確保及び従事者研修を遺漏無く行うこととする。なお、

乙が前乙と同一となった場合は、この限りではない。

10 その他 

乙は、契約期間満了等の際は、速やかな業務の移行を図るため、業務の引継ぎについて協力

すること。 
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【表１】業務内容及び分担表

業 務 内 容 委託側 受託側

(１)

栄

養

管

理 

① 施設給食運営の総括 ○

② 給食検討会議の開催・運営 ○ 参加

③ 施設内関連部門との連絡・調整 ○ 

④ 利用者の身体状況・栄養状態・生活習慣等の把握 ○ 

⑤ 利用者の身体状況・栄養状態・生活習慣等の評価 ○ 

⑥ 献立作成基準の作成 ○

⑦ 献立表の作成 ○ 

⑧ 献立表の確認  ○

⑨ 食数の指示・管理 ○ ○ 

⑩ 食器及びきざみ形態の指示・管理 ○ ○ 

⑪ 嗜好調査・喫食調査・残食調査等の企画・実施 ○ 協力 

⑫ 検食簿の作成 ○  

⑬ 検食実施・評価 ○ 協力 

⑭ 関係官庁等に提出する給食関係書類等の作成・提出等 ○ 協力 

⑮ 調理実施に係る伝票・報告書等の作成・保管 ○ ○ 

⑯ 上記以外の給食関係伝票の整理・報告書の作成・保管 ○ ○ 

(２)

調

理

作

業 

管

理 

① 作業手順書の作成 ○

② 作業手順書の確認 ○

③ 作業実施状況の確認 ○  

④ 調理  ○ 

⑤ 盛り付け  ○ 

⑥ 配膳（指定された場所まで）  ○ 

⑦ 下膳  ○ 

⑧ 食器洗浄消毒及び調理室清掃  ○ 

⑨ 管理点検記録の作成  ○ 

⑩ 管理点検記録の確認 ○  

⑪ 廃油の処理、残飯等の搬送  ○ 

(３)

材

料

管

理 

① 給食材料の調達 ○

② 給食材料の検収 立会い ○ 

③ 給食材料の点検 ○

④ 給食材料の保管・在庫管理（管理表の作成を含む）  ○ 

⑤ 給食材料の消費管理（管理表の作成を含む）  ○ 

⑥ 給食材料の消費状況の確認 ○  
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業 務 内 容 委託側 受託側

(４)

施

設

設

備

管

理 

① 給食施設・設備等の設置改修 ○

② 給食施設・設備等の管理  ○

③ 調理器具・食器等の保守管理等  ○

④ 調理器具・食器等の確認 ○  

(５)

業

務

管

理 

① 調理員の勤務表の作成 ○

② 調理員の業務分担等 ○ 

③ 勤務表・業務分担の確認 ○

④ 指導監査資料の作成 ○ 協力 

(６)

衛

生

管

理 

① 衛生面の遵守事項の作成 ○

② 給食材料の衛生管理  ○

③ 調理器具・食器等の衛生管理  ○ 

④ 作業服等の清潔保持状況の確認  ○ 

⑤ 保存食の確保  ○ 

⑥ 直接納入業者に対する衛生面での指示  ○ 

⑦ 衛生管理簿の作成  ○ 

⑧ 衛生管理簿の点検・確認 ○  

⑨ 緊急対応を要する場合の指示 ○  

(７)

労

働

安

全

衛

生

等 

① 調理従事者に対する研修の実施 ○

② 健康管理計画の作成 ○ 

③ 健康診断結果の保管 ○

④ 健康診断実施状況等の確認 ○  

⑤ 検便の定期実施  ○ 

⑥ 検便結果の確認 ○  

⑦ 調理に係る事故防止対策の策定  ○ 

※その他上記にない業務については、別途協議の上で定めることとする。

＜表１の補足事項＞

（１）栄養管理

②「給食検討会議の開催・運営」

月１回開催される給食検討会議に乙の責任者及び現場責任者は参加すること。また、

検討会議での提案・改善事項については、速やかに対応し、書面で報告すること。
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⑪「嗜好調査・喫食調査・残食調査等の企画・実施」

乙は残食量の計量や調査票の作成において協力すること。

⑭「関係官庁等に提出する給食関係書類等の作成・提出等」

乙は調理に関する保健所等への届出資料の作成において協力すること。

（２）調理作業管理

④「調理」

個別支援が必要な食物アレルギー食の依頼がある場合には、主食（白飯・パン・麺など

当日、給食として提供されるもの）に限り、代替食を提供すること。その場合は甲側と乙

側で、代替食提供に必要な対応を検討し実施すること。

⑥「配膳（指定された場所まで）」

調理した食事については、クラスごとに配食すること。また、代替食が確実に当人に

わたるよう、専用の食器に氏名や原因食品が分かるような目印等を付け、他の食事と明

確に区別がつくようにすること。

（４）施設設備管理

②「給食施設・設備等の管理」

調理器具等の洗浄のために使用する洗剤は、環境保全に配慮した中性洗剤とすること。

（５）業務管理

①「調理員の勤務表の作成」

調理員は、調理師免許取得及び給食施設に２年以上就業した経験のある者を１人以上

配置すること。

現場責任者は、栄養士又は３年以上の調理師経験がある常勤の正規調理師を配置する

こと。

現場責任者が欠けたときは、その職務を代行するために現場責任者補佐を定めること。

また、現場責任者や現場従事者に変更が生じた場合は引継ぎを円滑に行い、給食提供に

支障がないようにすること。

④「指導監査資料の作成」

調理に関する監査資料の作成に協力すること。

（６）衛生管理

   ③「調理器具・食器等の衛生管理」 

   調理器具はＨＡＣＣＰに基づいた方法で消毒すること。また、水を使用しての冷蔵庫

や排水溝等の清掃を月２回、床の清掃を年３回、定期的に行うこと。

園内メンテナンス時や長期休み前には、食堂内の運搬車（大２台、小３台）を厨房内

にて洗浄・消毒すること。
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【表２】諸経費の負担区分

区  分 委託者 乙

① 食堂、厨房施設の償却・修繕費 ○

② 食堂、厨房設備の消耗品費（蛍光灯・壁掛け時計の電池等） ○

③ 厨房の機器の購入及び修繕費 ○

④ 食器・箸・スプーン・トレー等の購入費及び補充費 ○

⑤ 空調費及び光熱水費 ○

⑥ 害虫駆除・施設の消毒費（グリストラップ清掃等含む） ○

⑦ 出入り口用マット１ヶ所（粘着型） ○

⑧ 厨房内休憩室・トイレの清掃業務委託費 ○

⑨ 給食材料費（保存食・検食材料費各１食含む） ○

⑩ 備付以外の什器品（フライパン・ボール・包丁・鍋等）の購入・補

充費

○

⑪ 従業員の人件費、福利厚生費、被服費 ○

⑫ 従業員の定期健康診断、細菌検査などの保健衛生費 ○

⑬ 業務に要する消耗品（洗剤・ラップ・ごみ袋・清掃用品等） ○

⑭ 業務運営に要する通信費（発注電話・ＦＡＸ料）、事務用品等 ○

⑮ 残飯等の処理費 ○

⑯ 厨房内床・流しの清掃 ○

⑰ 関係官庁の諸手続きの経費（営業許可手数料、食品衛生協会加入料

等） 

○

⑱ 業務運営に要する各種保険料（生産物賠償・施設賠償責任保険等） ○

⑲ 求人広告費 ○

※上記にない経費については、別途協議の上定めることとする。

＜補足事項＞

委託料の請求に当たる給食数とは、当日午前９時３０分までに施設側が乙へ依頼した食数とす

る。            
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給 食 数 内 訳 

（１）１日の給食提供数

利 用 者 職 員

検食 保存食
明生園

めいせいデイサ

ポートセンター
明生園

めいせいデイサ

ポートセンター

７４食以内 ２０食以内 ２７食以内 ６食以内 １食 １食

（２）給食年間提供日

①明生園 

１年のうち、年末年始、土日祝祭日、メンテナンス休園日２日間、文化祭１日を除いた日。

②めいせいデイサポートセンター

１年のうち、年末年始、土日祝祭日、メンテナンス休園日２日間、文化祭１日を除いた日。

【別紙１】
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仕 様 明 細 書

１ 委託内容 施設の給食提供業務（食材料購入を含む調理業務及び洗浄）

２ 基準食材費及び食事時間等

（１）基準食材料費は、提案による１日１人当たりの食材料費の額とし、概ね月平均で当該金額を

維持するものとする。

（２）食事時間等

配膳開始 指定場所に午後０時００分に到着

食事時間 午後０時３０分から午後１時３０分まで

下膳時間 午後１時００分から午後１時４０分まで

３ その他

（１）翌々週の月曜日から金曜日までの１週間分に係る、詳細を記載した予定実施献立表を原則

毎週火曜日（月曜日が休日の場合は翌開園日）までに、また、翌週の月曜日から金曜日ま

での１週間分に係る食数を、原則毎週火曜日（月曜日が休日の場合は翌開園日）までに、

施設側栄養士より依頼表で提示することとする。また、一か月分の概要献立表等を事前に

提示することとする。提示方法を変更したい場合は事前に協議することとする。 

（２）献立表及び食数に基づき適正な食材の発注・確保を行うこととする。変更や追加がある場

合は必ず施設側栄養士にその旨を伝えることとする。 

（３）原則としてレトルト食品及びチルド食品・食材は使用せず、下処理から調理を行うことと

する。やむを得ず、使用する場合は必ず施設側栄養士にその旨を伝えることとする。 

（４）行事食については、別紙３「給食に係る具体的使用明細書」内の「８ 行事食」のとおりと

し、その都度（日程等は事前に通知することとする）随時対応することとする。

（５）常に施設側と連携を図り、施設側栄養士等と意思疎通を図ること。

（６）受託業務は、原則として午前８時００分から午後４時３０分の時間内に行うこととする。

また、作業終了後、厨房・検収室の出入口等の鍵の管理や火の元の確認を行うこととする。

（７）施設の駐車場は使用できないため、駐車場が必要な場合は乙側で確保すること。

（８）乙側の従業員の中から、食品衛生責任者及び現場火元責任者を選任し、その任に当たらせ

ること。なお、上記責任者は業務責任者と兼任することができることとする。

（９）乙が調理員を業務遂行上不適当と認めた場合は、事前に協議のうえ、調理員の交代等柔軟

な対応をとることとする。また、再三の注意に対し内容の改善がされない場合等、甲が乙

の行う給食提供業務を不適当と認めた場合は、乙に通知し、契約を解除することがある。

（10）当調理業務委託に際し、委託契約書内に規定する損害賠償（食中毒等に対する賠償責任）を

担保するため、賠償責任保険に加入すること。（経費は乙負担とする。）

（11）乙は、速やかな業務開始に向け、スケジュールに沿って引継ぎが完了しているか、その都度

施設側栄養士等に報告書にて報告することとする。

（12）その他、定めのない事項については、両者協議のうえ決定することとする。 

＜委託に当たっての前提条件＞ 

給食業務委託料１日１人当たりの単価額は、５８８円（消費税等含む）を超えないものとす

る。また、単価額内訳としての食材費は３６６円（消費税等含む）以上とすること。 

【別紙２】
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給食に係る具体的仕様明細書

１ 栄養管理

（１）施設栄養士の提示した献立表に従い作業を行う。

①米１kgに対し「新玄」５gを混ぜる。また、新米が入荷次第、古米から切り替える。

②主食（パン・麺・変わり飯）が食べられないなどの場合は、代替食（白飯又はおかゆ）を

提供する。

③食事形態は主食、汁物、主菜、副菜、果物又はデザート、飲み物（牛乳、ジュース、乳製

品など）を基本とする。なお、飲み物は、施設利用者へのみ、ほぼ毎日、牛乳を提供する。

なお、パン、嗜好飲料の献立の際は、職員へも飲み物を提供する。

④惣菜は、普通食・一口大きざみ・粗きざみ・きざみ食・極きざみを行うこと。

⑤当日の体調に応じて通常の食事形態でない食事が必要になった場合は、なるべく状況に

応じた食事（ソフト食、ミキサー食、とろみ剤使用等）を提供すること。 

⑥非常時（不慮の事故等で食事をこぼした場合など）には、甲乙で協議の上、状況に応じた

食材料の確保に努めること。

（２）食数の管理

①喫食・欠食管理は、毎日の食数表で確認すること。

②食数表の提示は、当日午前９時３０分までに施設側より報告する。なお、行事などで欠食

数が判明している場合、施設側は事前に乙側に報告する。

（３）介助用食器及びきざみ形態・盛り付けの確認

施設側の提供する資料を確認し、内容に基づいて食事提供すること。勤務する調理員が

複数名になる場合は、引き継ぎ等をして情報の共有をはかり給食提供に支障がないように

すること。

（４）保健所に提出する給食関係書類・資料等を作成すること。

（５）上記の給食関係伝票の整理、報告書の作成・保管すること。

（６）検食１食を午前１１時４５分に提供すること。

（７）嗜好調査は年２回、残食調査は最低年２回以上実施し、実態把握をすること。

２ 調理作業管理

（１）調理

①適時適温に配慮すること。中心温度や調理時間は記録をとり、施設側栄養士に書面で報

告すること。

②食材や調味料などは計量し、味付けは８分位として微調整すること。また、食材や調味

料の過不足はその都度、報告すること。

（２）配膳

甲の指定したグループ毎に主食（白飯以外）・主菜・副菜・果物又はデザートを食事時間

に間に合うよう均一に器に盛り付け、配膳用へぎに入れ配膳する。また、主食（白飯）・汁

物は食缶に入れ甲側へ指定の場所で指定の方法で引き渡す。なお、アレルギー食は適切に

対応をすることとする。

【別紙３】
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（３）下膳については食堂のカウンターまで甲側が運搬することとする。

（４）食器洗浄・消毒

①洗浄後の食器・トレー類は所定の保管庫に収納すること。

②食器洗浄機は毎日部品を取り外し、清掃すること。

③下膳車（配膳車兼用）は指定された消毒液で毎日拭き清掃をすること。

④配膳用へぎは、週１回洗浄・消毒すること。また、カレーライスや麺の献立終了後には、

汚れが残りやすいため必ず洗浄・消毒すること。その他、汚れた場合はその都度洗浄・消

毒すること。

３ 材料管理（調味料等含む） 

（１）食材料は、できるだけ地元産及び国内産を使用すること。 

（２）食材料の検収は、産地・製造年月日、品温の記録をし、書式で施設栄養士に報告すること。 

（３）食材料の点検をすること。 

（４）食材料の保管・在庫管理をすること。 

（５）食材料は当日納品に努めること。 

（６）食材料の出納事務をすること。 

（７）食事補助用（とろみ剤等）が必要になった場合は提供すること。 

（８）魚は骨なしを使用すること。 

（９）食材料の使用について、施設又は社会的に問題が発生した場合は、速やかに文書にて報告

すること。また、問題が発生した食材、及び問題発生の可能性のある食材は使用しないこ

と。具体的には施設側栄養士等の指示に従うこと。 

４ 施設設備管理

（１）給食施設及び主要な設備の管理については、毎日の保守管理を行うこと。

（２）調理機器・食器等の保守・管理等を行うこと。

５ 業務管理

（１）業務分担・職員配置表を作成し、書面により施設側栄養士に報告すること。

（２）勤務表を作成し、書面により施設側栄養士に報告すること。

（３）指導監査資料等の作成に協力すること。

６ 衛生管理（厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」を手本基準としてそれに倣うこと）

（１）食材料の衛生管理を行うこと。原材料は隔壁等で他の場所から区分された専用の保管場に

保管設備を設け、食肉類、魚介類、野菜類等、食材の分類ごとに区分して保管すること、こ

の場合、専用の衛生的なふた付き容器に入れ替えるなどにより、原材料の包装の汚染を保

管設備に持ち込まないようにするとともに、原材料の相互汚染を防ぐこと。

（２）施設・整備機材の衛生管理を行うこと。

（３）作業用衣服・作業帽子・マスクは毎日着替え、厨房内はドライシューズを履き、衛生保持に

努めること。
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（４）厨房以外の場所は着替えること。

（５）保存食の確保は、原材料と調理済みの両方を確保すること。

（６）食材等納入業者に対する衛生管理の指示については、食品自主検査記録の収集を行うとと

もに、書式により施設側の栄養士に報告すること。

（７）衛生管理簿を作成するとともに、毎月書式により施設側の栄養士に報告すること。

（８）緊急対応時の事業確保について、「大量調理施設衛生管理マニュアル（別添２：標準作業書）」

のマニュアルを整備し、施設側栄養士等に報告すること。

（９）次の自主検査を実施し、書面により施設側栄養士に報告すること。

①食品検査（２検体）は年６回（奇数月）行うこととする。

②食器検査（２検体）は年６回（奇数月）行うこととする。

③自主検査の実施時期は検便の２回と一緒に行うこととする。

（10）水道水の残留塩素を計量及び記録し、施設側栄養士に報告する。

（11）衛生管理を円滑に行うため、常に施設側と連携し、施設側栄養士等と意思疎通を図ること。

７ 労働安全衛生

以下（１）から（５）について実施し、書面により、施設側栄養士等に報告すること。

（１）調理従事者に対する研修・訓練の実施（研修は従事者全員を対象とし、年１回以上行う。）

（２）健康管理計画の作成

（３）定期健康診断の実施とその結果の管理・保管

（４）検便の定期実施

①毎月２回、赤痢、サルモネラ、Ｏ－１５７の検便をすること。月１回、ノロウイルスにつ

いても行うこと。

②下痢又は嘔吐等の症状がある場合は、検便でノロウイルスの検査をすること。

③４月及び９月に肉、魚、豆腐業者等の検便結果を求めること。

（５）事故防止対策の策定

８ 行事食

（１）誕生会     月１回

（２）お好み献立   月１回

（３）選択食     月１回

（４）パンバイキング 年間４回程度

（５）季節の行事献立

（【例】４月：お花見、５月：子どもの日、７月：七夕、１２月：クリスマス、など概ね年

１２回程度）

（６）食育の日（毎月１９日）や肉の日（毎月２９日）など、平日の日

（７）食育支援のための献立 月１回以上

９ その他

（１）ごみの処理
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ごみの減量化と資源回収に協力すること。デザートや飲料等の容器で資源として再利用

可能なものは、蓋をはがし容器を軽く水洗いする等、分別してできるだけ資源回収とする

こと。具体的には施設側栄養士等の指示に従うこと。

（２）ごみは所定の経路で指定ごみ回収場へ運搬すること。

（３）「給食として提供されたゴミ」と「明生園から出たゴミ」はそれぞれ分けて処分すること。

ただし、カレーやケチャップ料理など、明生園で拭き取りをした場合の拭きとったチリ紙

については、残飯と同様「給食として提供されたゴミ」とする。


